
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年２月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年７月１９日（月、祝日） １６時２５分ごろ 

発生場所 石川県金沢市内灘
うちなだ

海岸西方沖 

金沢港西防波堤灯台から真方位０９７°１.０海里付近 

（概位 北緯３６°３８.５′ 東経１３６°３７.２′） 

事故調査の経過  平成２２年７月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 水上オートバイ ＳＨＵ
シ ュ

 ＳＨＵ
シ ュ

、５トン未満 

   ２４０－５２８１１石川、個人所有 

２.７０ｍ（Lr）×０.４９ｍ×１.０８ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、８０kＷ、平成１３年４月 

Ｂ 水上オートバイ Ｇｉｒｌ
ガ ー ル

 Ｈｕｎｔｅｒ
ハ ン タ ー

、０.１トン 

   ２４４－２１７００石川、個人所有 

２.６６ｍ（Lr）×１.９７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１２kＷ、平成１８年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長  男性 ２６歳 

特殊小型船舶操縦士  

    免 許 登 録 日 平成１７年６月６日 

    免許証交付日 平成２１年７月９日 

           （平成２７年６月５日まで有効） 

Ｂ 船長  男性 ２９歳 

特殊小型船舶操縦士 

    免 許 登 録 日 平成１９年６月２１日 

    免許証交付日 平成２１年５月１日 

           （平成２４年６月２０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 船長Ａが右下腿挫創及び右足捻挫等、同乗者１人が右大腿部挫創及び

右足関節捻挫等 

Ｂ 船長Ｂが舌挫創及び右踵骨骨挫傷等、同乗者１人が舌裂傷 

 損傷 Ａ 右舷中央部損壊 

Ｂ 船首部損壊及び操縦ハンドル折損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗船し、内灘海岸の沖合で遊走したのち、同

海岸に設置されたテントに戻ることにし、船長Ａが、同乗者（大人）を操

縦席に座らせ、同乗者の後部で中腰の姿勢をとり、両手を操縦ハンドルに

回して操縦し、テントを目指して時速約１５km/hの速力で東進した。 
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船長Ａは、右舷船首方から接近するＢ船に気付き、操縦ハンドルを左に

切り、増速するためにアクセルを全開としたが、Ｂ船との衝突を避けるこ

とができず、平成２２年７月１９日１６時２５分ごろ、Ａ船の右舷中央部

とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗船し、内灘海岸から沖合に向かい、船長Ｂ

が、操縦席に座り、同乗者を後部座席に座らせ、加速しながら西北西進し

た。 

船長Ｂは、時速約３０～４０km/h の速力となった頃、左舷船首方から接

近するＡ船に気付き、操縦ハンドルを右に切るとＢ船の左舷側面に当たる

と思って左に切ったが、Ａ船との衝突を避けることができずに衝突した。 

Ａ船及びＢ船の乗船者は、衝突の衝撃で全員落水したが、その後、内灘

海岸に向かって泳いでいたところを他の人に救助された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 北東、風速 約３m/s、気温 約３２℃、視界 良

好  

海象：うねり なし、波高 約５０㎝、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項  Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

船長Ａは、Ｂ船に気付いてから約１～２秒後に、船長Ｂは、Ａ船に気付

いてから約３～４秒後に、両船が衝突した。 

船長Ａは、１２時ごろ合流した友人と乾杯した際、１８０mℓのコップに

入ったビールを３分の１ほど飲み、１６時ごろからＡ船を操縦し、船長Ｂ

は、１１時３０分ごろの昼食時、３５０mℓの缶ビール１缶を飲み、１５時

３０分ごろからＢ船を操縦し、事故後にアルコール検査を受けた。 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 Ａ船は、内灘海岸に向けて東進中、船長Ａが、

船首目標としていたテントに意識を集中し、適切

な見張りを行っていなかったことから、Ｂ船に気

付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

判明した事項の解析 

Ｂ船は、内灘海岸から沖合に向けて西北西進

中、船長Ｂが、加速することに意識を集中し、適

切な見張りを行っていなかったことから、Ａ船に

気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく小型船

舶操縦者の遵守事項として、小型船舶操縦者は、

水上オートバイに乗船するときは、自ら操縦しな

ければならないと定められていることから、船長

Ａが同乗者（大人）を操縦席に座らせて中腰の姿

勢をとっていたので、見張りなどに影響がなかっ

たとはいえ、自ら操縦席で操縦しなければならな

かった。 

また、同遵守事項として、小型船舶操縦者は、

飲酒の影響により正常な操縦ができないおそれが

- 2 - 



- 3 - 

  ある状態で水上オートバイを操縦してはならない

と定められていることから、飲酒量が少量である

場合や飲酒後の時間がある程度経過している場合

であっても、飲酒の上での操縦は厳に慎むべきで

ある。 

原因  本事故は、内灘海岸西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が西北西進

中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

 




